
v

序

序

　

大
沢
秀
介
先
生
は
、
本
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
を
定
年
に
よ
り
退
職
さ
れ
る
。
先
生
は
、
一
九
七
七
年
四

月
、
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
を
修
了
さ
れ
た
翌
月
よ
り
、
法
学
部
助
手
と
し
て
着
任
さ
れ
た
。
そ
の
時
か
ら

現
在
に
至
る
ま
で
、
実
に
四
一
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
法
学
部
に
貢
献
さ
れ
た
。
先
生
は
、
一
九
八
〇
年
に
博
士
課
程
を
単
位
取
得

退
学
さ
れ
た
後
、
直
ち
に
法
学
部
専
任
講
師
と
な
り
、
八
四
年
に
助
教
授
、
八
九
年
に
は
教
授
へ
昇
任
さ
れ
、
翌
九
〇
年
に
は
法
学

研
究
科
委
員
と
し
て
今
日
ま
で
大
学
院
教
育
に
も
多
大
な
ご
尽
力
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

　

大
沢
先
生
は
、
本
学
部
政
治
学
科
の
ご
出
身
で
、
堀
江
湛
先
生
（
本
塾
名
誉
教
授
）
の
研
究
会
に
学
ば
れ
た
が
、
大
学
院
時
代
に

は
堀
江
先
生
の
ご
指
導
の
他
、
当
時
東
京
大
学
法
学
部
教
授
で
あ
っ
た
芦
部
信
喜
先
生
に
も
深
く
師
事
さ
れ
た
。
一
九
八
〇
年
よ
り

二
年
間
に
わ
た
っ
て
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
留
学
さ
れ
、LL.M

.

を
取
得
。
一
九
八
八
年
に
そ
れ
ま
で
の
研
究
の
成
果

を
学
位
論
文
「
公
共
訴
訟
の
研
究
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
法
学
博
士
号
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。

　

憲
法
学
者
で
あ
ら
れ
る
大
沢
先
生
は
、
数
々
の
き
わ
め
て
先
駆
的
か
つ
多
彩
な
ご
業
績
を
打
ち
立
て
て
こ
ら
れ
た
。
ご
留
学
の
経

験
か
ら
得
ら
れ
た
幅
広
い
ア
メ
リ
カ
憲
法
学
の
知
識
に
基
づ
き
、
先
生
は
ま
ず
、
憲
法
学
界
に
お
け
る
憲
法
訴
訟
論
の
興
隆
の
一
翼

を
担
わ
れ
た
。
そ
の
ご
業
績
の
特
色
は
、
第
一
に
、
最
高
裁
判
所
の
意
思
決
定
過
程
を
実
証
的
に
研
究
し
よ
う
と
い
う
司
法
行
動
論

な
い
し
司
法
政
治
学
に
関
す
る
研
究
に
あ
る
。
司
法
政
治
学
に
関
す
る
研
究
が
日
本
で
は
皆
無
で
あ
っ
た
当
時
、「
裁
判
官
の
行
動

分
析
」（
芦
部
信
喜
編
『
講
座
憲
法
訴
訟
第
三
巻
』）
に
代
表
さ
れ
る
大
沢
先
生
の
ご
業
績
は
、
現
在
で
も
、
後
進
の
若
手
研
究
者
に
対

す
る
導
き
の
星
と
し
て
輝
い
て
い
る
。
第
二
に
、
現
代
型
訴
訟
（
公
共
訴
訟
あ
る
い
は
制
度
改
革
訴
訟
）
を
め
ぐ
る
一
連
の
ご
研
究
、
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『
現
代
ア
メ
リ
カ
社
会
と
司
法
』
や
『
現
代
型
訴
訟
の
日
米
比
較
』
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
分
野
の
研
究
は
、
現
在
で
は
憲

法
学
を
超
え
て
様
々
な
領
域
で
発
展
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
後
続
の
研
究
に
お
い
て
、
大
沢
先
生
の
研
究
は
金
字
塔
的
作
品
と
し
て

頻
繁
に
参
照
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
一
九
九
〇
年
か
ら
の
デ
ュ
ー
ク
大
学
へ
の
在
外
研
究
を
経
て
更
な
る
ア
メ
リ
カ
憲
法
学
へ
の
造
詣
を
深
め
ら
れ
た
大
沢
先

生
は
、「
共
和
主
義
」
に
関
す
る
研
究
に
着
手
さ
れ
、
そ
の
ひ
と
つ
の
集
大
成
と
し
て
『
ア
メ
リ
カ
の
司
法
と
政
治
』
を
著
さ
れ
、

現
在
華
や
か
に
展
開
さ
れ
て
い
る
熟
議
民
主
主
義
論
の
礎
を
築
か
れ
る
に
至
っ
た
。

　

そ
の
後
、
大
沢
先
生
の
ご
関
心
は
、
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
生
起
す
る
最
先
端
の
問
題
へ
と
向
け
ら
れ
て
ゆ
く
。
た
と
え
ば
、

9
・
11
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
が
起
こ
っ
た
直
後
に
、「
市
民
生
活
の
自
由
と
安
全
」
研
究
会
（
通
称
「
テ
ロ
研
」）
を
同
僚
の
小
山
剛

先
生
と
共
に
立
ち
上
げ
ら
れ
、『
市
民
生
活
の
自
由
と
安
全
』、『
自
由
と
安
全
』、『
フ
ラ
ッ
ト
化
社
会
に
お
け
る
自
由
と
安
全
』
と

い
っ
た
、
テ
ロ
対
策
法
制
と
憲
法
学
の
関
係
を
扱
う
数
々
の
成
果
を
世
に
問
う
て
い
る
。
大
沢
先
生
の
研
究
意
欲
は
、
ご
退
職
を
間

近
に
控
え
て
も
な
お
衰
え
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
直
近
に
お
い
て
も
「
移
民
法
制
」
や
「
食
の
安
全
」
と
い
っ
た
現
代
的
で
喫
緊
の
課

題
と
い
え
る
テ
ー
マ
に
、
憲
法
学
的
な
観
点
か
ら
鋭
い
メ
ス
を
入
れ
ら
れ
、
理
論
・
実
務
両
面
か
ら
極
め
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
大
沢
先
生
は
、
日
本
公
法
学
会
、
比
較
憲
法
学
会
、
日
本
法
政
学
会
と
い
っ
た
学
会
の
理
事
を
歴
任
さ
れ
、
学
界
に
お
け

る
指
導
的
な
役
割
を
果
た
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
旧
司
法
試
験
の
考
査
委
員
を
初
め
、
政
府
関
係
の
様
々
な
委
員
職
を
担
わ
れ
、
そ
の

ご
活
躍
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

　

こ
う
し
た
大
沢
先
生
の
ご
指
導
を
受
け
、
門
下
に
は
次
世
代
の
学
界
を
担
う
よ
う
な
優
秀
な
研
究
者
が
輩
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、

憲
法
学
の
世
界
で
は
誰
し
も
が
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
厳
し
く
も
温
か
い
大
沢
先
生
の
ご
指
導
は
、
直
接
門
下
に
属
す
者
、

属
さ
ぬ
者
の
別
な
く
、
多
く
の
若
き
憲
法
学
徒
た
ち
に
深
い
感
銘
を
与
え
て
き
た
の
で
あ
り
、
実
際
、
学
会
に
お
け
る
広
義
の

0

0

0

「
大
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沢
チ
ル
ド
レ
ン
」
は
か
な
り
の
数
に
上
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
学
部
の
大
沢
研
究
会
で
は
、
最
新
の
ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例
を
素
材
に
「
模
擬
裁
判
」
が
行
わ
れ
て
き
た
。
学
生
た
ち
は
、
裁

判
の
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
を
通
し
て
、
学
習
し
た
知
識
を
実
際
に
「
使
う
」
こ
と
を
身
に
感
じ
つ
つ
、
そ
の
背
景
た
る
ア
メ
リ
カ
憲
法
訴

訟
論
の
真
髓
を
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
今
や
各
界
で
活
躍
す
る
数
多
く
の
卒
業
生
た
ち
が
世
代
を
超
え
て
語
り
合
え
る
ゼ
ミ
の
思

い
出
と
し
て
の
「
模
擬
裁
判
」
で
あ
る
が
、
そ
の
中
心
に
は
学
生
に
対
す
る
細
や
か
で
温
か
い
ご
指
導
を
重
ね
て
こ
ら
れ
た
大
沢
先

生
の
姿
が
あ
ろ
う
。

　

大
沢
先
生
の
ご
研
究
や
教
育
に
お
け
る
ご
活
躍
は
以
上
の
と
お
り
だ
が
、
最
後
に
法
学
部
内
で
就
か
れ
た
様
々
な
行
政
職
へ
の
ご

貢
献
に
も
触
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
先
生
は
、
我
が
学
部
の
紀
要
で
あ
る
本
誌
『
法
学
研
究
』
の
編
集
委
員
会
委
員
長
を
、
二
〇

〇
九
年
一
〇
月
か
ら
一
七
年
九
月
ま
で
、
ま
た
法
学
研
究
科
の
学
術
論
文
集
『
法
学
政
治
学
論
究
』
の
編
集
委
員
会
委
員
長
を
、
二

〇
〇
七
年
か
ら
〇
九
年
に
至
る
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
お
務
め
に
な
ら
れ
、
学
部
、
大
学
院
双
方
の
学
術
的
営
為
を
支
え
ら
れ
た
。
ま
た

「
慶
應
法
学
会
」
の
幹
事
長
も
二
〇
〇
五
年
か
ら
一
三
年
の
八
年
に
わ
た
っ
て
お
務
め
に
な
ら
れ
、
そ
の
会
員
の
拡
大
、
学
会
の
充

実
に
尽
力
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
要
職
に
お
い
て
も
、
あ
る
い
は
こ
れ
以
外
の
学
部
内
の
用
務
に
お
い
て
も
、
大
沢
先
生
は
そ
の
人
望

厚
く
温
厚
な
お
人
柄
に
よ
り
、
常
に
見
事
な
采
配
を
揮
わ
れ
た
。

　

こ
こ
に
、
大
沢
秀
介
先
生
の
長
年
に
わ
た
る
法
学
部
へ
の
ご
貢
献
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
今
後
の
ご
健
勝
を
祈
念

し
、
法
学
部
と
し
て
本
号
を
謹
ん
で
進
呈
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　

二
〇
一
八
年
一
月

 

法
学
部
長　

岩
谷
十
郎


